
    滑石中学校 問題行動対応チャート（いじめ） 指導の柱： １ 特に真新しい指導ではなく、当たり前のことを丁寧に行う。 

                                      ２ 憶測や先入観で判断せず、事実を一つ一つ確かめていく。 

                                      ３ 独断しないで、情報を共有し組織で対応する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※いじめ対策委員会は事案発生後 

  校長の指示で開催する 

 

 

 

 

    

○いじめに理由なしという基本姿勢で被害者を守ることを第一にした対応を図る。     

○「謝罪＝解決」ではなく、指導の過程を丁寧に行うことが解決への道のりであることを念頭に指導を重ねる。 

   ○関係保護者への事実連絡は必ず教員が直接行う（家庭訪問が原則） 

   ○保護者が望んでいるのは、早期対応である。保護者も一回の指導でいじめが解消するとは思っていない。学校側が真摯に対応する 

ことが安心材料であり、細かく情報を伝えながら、対応を重ねることで、被害生徒も保護者も安心する。 

市教育委員会へ報告 

（電話およびシート） 

いじめ対策委員会 

管理職 
・生活アンケートからの情報 

・生活の記録等 

・教師間情報 

・当事者からの相談 

・傍観者からの情報 

・保護者からの訴え、相談 

いじめの情報キャッチ 
学年主任 

学年職員 

生徒指導主事 

情報共有と 

指導の方向性確認 

調査・指導 
○被害生徒・加害生徒・傍観者か 

らの聞き取り 

○聴取内容のすり合わせ 

聞き取り 

聞き取り 

すり合わせ 

すり合わせ 

保護者への連絡・連携 

協議、謝罪の場の設定 

最低３ヶ月の見守り 

解 消 

第一報 

指導の過程で 

適宜報告 


